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別紙 

 

 

目黒区長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則（平成１７年目黒区規則第１４２号）新旧対照表 

改正後（案） 現行 

（長期継続契約を締結することができる契約） 

第２条 

（長期継続契約を締結することができる契約） 

第２条 

（略） 

２ 条例第２条第２号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる

役務の提供に係る契約とする。機械警備業務に係る契約とする。 

（１）機械警備 

（２）電子計算機処理に係るプログラムの保守及び運用業務 

 

（略） 

２ 条例第２条第２号に規定する規則で定める契約は、機械警備業

務に係る契約とする。 

 

 

（契約の期間） 

第３条 

（契約の期間） 

第３条 

(１) 条例第２条第１号に規定する契約 ５年以内 

(２) 条例第２条第２号に規定する契約 ３年以内 

ア 前条第２項第１号に規定する契約 ３年以内 

イ 前条第２項第２号に規定する契約 ５年以内 

２ （略） 

(１) 条例第２条第１号に規定する契約 ５年以内 

(２) 条例第２条第２号に規定する契約 ３年以内 

 

２ （略） 

 

 


